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１．カーボンニュートラル

建設リサイクル分野におけるCO2排出抑制に向けた評価方法を
検討すべきではないか。

論点



社会インフラ整備のカーボンニュートラルへの対応

出典：分野横断的技術政策ＷＧ（第１回）R6.6.14_資料2

〇 2021年4月に開催された地球温暖化対策推進本部において、菅内閣総理大臣が2030年
度に、温室効果ガス（GHG）を2013年度から46%削減を目指し、50%の高みへの挑戦を
続けることを表明。

〇建設分野における2030年度のCO2排出量目標達成には、開発された技術と現在試行さ
れている取組に加えて、一層の取組が必要。
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〇インフラ分野の施工段階に建設現場で発生するGHG排出量及び脱炭素技術のGHG排出
量削減の算定方法について統一的な考え方を示した「インフラ分野における建設時の
GHG 排出量算定マニュアル案」が令和6年6月に公表された。

CO2排出抑制に向けた評価方法の検討

仕組み構築に関する検討のイメージ
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施工段階のみでなく再生資材等も対象にCO2排出原単位の評価手法について統一ルールを策定し、
また、それらの排出原単位のデータベース整備等を行うことで、脱炭素技術等を適切に評価・活用す
るための仕組み・体制を構築

検討の方向性

出典：令和6年度採択 BRIDGE施策一覧（CO2排出削減効果の定量化による公共調達のGXの推進）



建設副産物の運搬におけるCO2排出抑制の取組事例
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《令和６年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰》

「建設副産物巡回回収システム」の構築による建材サーキュラーエコノミーの実現（内閣総理大臣賞）

出典：3R推進協議会資料より作成

廃プラスチック対策の実践（国土交通大臣賞）

＜巡回回収システム概要図＞

【受賞者】
大成建設株式会社 サステナビリティ経営推進本部
カーボンニュートラル推進部

日本通運株式会社 資源循環営業部

【概要】
• 複数現場を同一車両で巡回回収し、回収拠点で積替えを
行い、品目ごとの再資源化施設にまとめて二次輸送する
巡回回収システムを構築

• 複数品目、複数現場の共同回収による運搬効率の向上に
よりCO2排出量を低減

【受賞者】
戸田建設株式会社 関東支店
常総IC周辺地区土地区画整理事業２・４街区物流施設新築
工事

【概要】
• 廃プラスチックを性質に応じて3種類（非塩素硬質プラ
スチック、非塩素軟質プラスチック、塩素系プラスチッ
ク）に高度分別

• 分別した非塩素軟質プラスチックを圧縮袋や自動圧縮機
を用いて圧縮し、減量化を行うことで効率的に搬出
（従来のまま搬出した場合に比べ、運搬に係るCO2排出
量を58%削減）

＜廃プラスチックの高度分別＞

＜分別ヤード＞ ＜圧縮袋による減容＞ ＜自動圧縮機＞

＜導入EVトラック＞

＜副産物回収状況＞
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２．循環経済（サーキュラーエコノミー）

①建設発生土の有効利用促進

• 官民一体となった相互有効利用のマッチングを強化すべき
ではないか。論点
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建設発生土の場外搬出量の推移

出典：建設副産物実態調査（国土交通省）

〇建設副産物実態調査によると、1995（H7）年度の調査開始時に約4.5億万㎥排出されて
いた建設発生土は、2018（H30）年度は1.3億万㎥まで減少。

〇そのうち、残土処分場などの内陸受入地での最終処分量は、約0.6億万㎥。



建設発生土の有効利用の現状

〇建設発生土の場外搬出量の約4割（約6千万m3）が内陸受入地で処分される一方、搬入
土砂利用量の約4割（約2.5千万m3）は新材を調達しており、有効利用率は79.8%
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建設発生土の更なる有効利用（現場内利用、工事間利用）を図ることが重要



建設発生土情報交換システム
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〇国、地方公共団体等の工事発注者が建設発生土を有効活用するために必要な情報をリ
アルタイムで交換し、建設発生土のリサイクルを推進することを目的としたインターネットを
利用したシステム。

出典：一般社団法人日本建設情報総合センター資料より作成

【利用対象者】
工事発注者

【システムの特徴】
発生土データをリアルタイムで掲載でき、情報の鮮度
が高い
地図検索により発生土動向のニーズがひと目でわかる
公共工事土量調査でのデータ利用が容易になる

【取り扱う情報】
工事発注者、工事概要、搬出・搬入土砂の土量、土質、
発生時期等

《システムのイメージ》



建設発生土の官民有効利用マッチングシステム

建設発生土の官民有効利用マッチングシステム

〇公共工事（官）と民間工事（民）の間での建設発生土の有効利用促進を目的とした「官民有
効利用マッチングシステム」は平成27年度から運用しているが、更なる活用に向けた利用
者の意見あり。
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＜官民有効利用マッチングシステムの課題＞

リアルタイムで地図上での
検索が可能になれば、もっ
と活用できると思う。

●土量情報の反映にタイムラグがある
●一覧表から工事間利用の相手候補を選定

利用者(民間)の意見

【利用対象者】
公共工事発注者・受注者
民間工事発注者・受注者



建設発生土の有効利用促進

建設発生土等の情報交換システムを一体化し、官民一体となった更なる相互有効利用のマッチングを
強化
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取組の方向性

〇再生資源である建設発生土の官民一体となった相互有効利用のマッチングを強化し、現
場内・工事間利用等の有効利用を推進。

（現状）
「コブリス・プラス」として

令和7年5月に運用開始予定

出典：一般財団法人日本建設情報総合センター資料より作成



●搬出工事が民間
●搬出工事が公共

事例⑮～㉒（2018.5～10）
茨城県つくばみらい市、常総市

事例㉓～㉕（2018.6～9）
奈良県生駒郡三郷町

事例㉖（2018.10）
事例 （2024.2）
北海道千歳市

事例㉗（2018.10）
福井県あわら市

事例㉘（2019.2）
高知県南国市

事例㉙（2019.3）
事例㉚（2019.9）
高知県南国市

事例①（2015.8）
岐阜県可児郡御嵩町

事例②（2015.9）
福岡県久留米市

事例③（2015.１0）
岐阜県高山市

事例④（2016.3）
埼玉県行田市

事例⑤（2016.8）
事例 （2023.9）
大阪府大阪市

事例⑧（2016.10・2017.8）
新潟県上越市

事例⑦（2016.9）
北海道北見市

事例⑩（2017.1）
愛媛県南宇和郡
愛南町・宇和島市

事例⑨（2016.10）
北海道紋別郡遠軽町

事例⑪（2017.2）
事例⑬（2017.9）
事例㉝（2021.4）
事例㊻（2022.5）
北海道天塩郡天塩町 事例⑥（2016.8）

北海道岩内郡共和町

事例⑫（2017.9）
北海道室蘭市

事例⑭（2018.１）
北海道紋別郡湧別町

事例㉟（2021.10）
熊本県阿蘇郡
一の宮町

事例㊱～㊷（2021.11）
徳島県美馬市

事例㊺（2022.5）
兵庫県美方郡香美町

事例㊸（2022.1）
高知県高知市

事例㊿（2022.10）
三重県名張市

事例 （2022.10）
高知県安芸市

51

事例 （2022.12）
山梨県甲斐市

53

事例㉛（2019.11）
事例 ～ （2023.1）
山梨県甲府市

54 56

事例 （2022.11）
岩手県紫波郡紫波町

52

61
事例 （2017.2）
北海道白老町

65

63 64

事例 （2024.2）
東京都江戸川区

62

事例 （2023.5）
東京都港区

58

事例㉜（2020.9）
事例㉞（2021.8）
事例㊹（2022.3）
事例㊼～㊾（2022.6～7）
事例 （2023.5）
事例 （2023.8）
事例 （2024.2）
福井県大野市

57
59 60
66

（令和６年６月３０日時点）

※工事間利用実績報告がされたもののみを掲載

【参考】官民有効利用マッチングの実現事例

運用開始以降、66件※

のマッチングが成立。
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《搬入側（民間）》
民間工事の宅地造成工事の
盛土材として利用

【登録条件】
登録土量： 1,500㎥
土工期： 令和3年11月中

《搬出側（公共）》
国が発注した河道掘削工事

【登録条件】
登録土量：14,000㎥
土工期：令和3年11月

～令和4年2月
土質区分：第２種建設発生土

(国土地理院地図使用)

○工事間利用の費用負担
・土砂積込費：搬出側
・土砂運搬費：搬出側
・搬入後成形費等：搬入側
・土質試験費等：搬出側

発生場所

利用場所

約15km

官民マッチングが実現しなければ、
さらに遠方の受入地に搬出

変更

徳島県美馬市 徳島県阿波市

約1,500m3

利用

○公共工事からの建設発生土を民間工事の盛土材として使用

○当初計画では、遠方まで運搬する予定であったが、近場の民間工事への運搬に変更する
ことによりコスト縮減を図ることができた。

【参考】官民有効利用マッチングの実現事例（事例㊷）

当初計画
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《搬入側（民間）》
工場増築のための造成工事
の盛土材利用

【登録条件】
登録土量： 3,000㎥
土工期： 令和4年4月

～令和4年8月
土質区分： 第4種建設発生土

《搬出側（公共）》
国が発注したトンネル工事

【登録条件】
登録土量：120,000㎥
土工期：令和2年4月

～令和4年12月
土質区分：第２種建設発生土

(国土地理院地図使用)

約3,000m3

利用

○工事間利用の費用負担
・土砂積込費：搬出側
・土砂運搬費：搬出側
・搬入後成形費等：搬入側
・土質試験費等：搬出側

発生場所

利用場所

約20km

官民マッチングの実現により、発生土の有
効利用、運搬処分費のコスト縮減、が図れ
た

兵庫県香美町

兵庫県養父市

○公共工事からの建設発生土を民間工事の盛土材として使用

○当初計画では、最終処分場へ搬出することとしていたが、近場の民間工事で盛土材として
使用することにより、建設発生土の有効利用とコスト縮減を図ることができた。

【参考】官民有効利用マッチングの実現事例（事例㊺）

当初計画
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【参考】自治体における建設発生土情報交換の独自システム

利用料金システムの機能（利用内容）システム利用者システム名称自治体名

無料工事情報の登録、検索
ストックヤードの検索
自らの工事の修正、削除

【公共工事発注者】

国土交通省、農林水産省、
その他国の機関
公社、公団、事業団等
茨城県、県内市町村等

茨城県建設
発生土情報
検索システム

茨城県

無料公共・民間工事を問わず発生する土砂、
必要とする土砂の情報を登録・検索
対象現場から近い順に現場を表示
（50km圏内の工事情報が絞り込み可
能）

中間処理場（ストックヤード、土質改良
プラント）ごとに、受入・搬出可能な土
量が表示

《運用開始後に強化された機能》
画像・動画データの掲載
メール配信サービスの追加（50km圏
内の工事が登録された場合にメールで
通知）

【静岡県内における土砂の搬
出、搬入がある工事関係者】

公共工事、民間工事問わず

静岡県外の隣接市町村工事
を含む

静岡県建設
発生土マッチ
ングシステム

静岡県

茨城県建設技術管理センター：http://www.ibakengi.or.jp/recycle/login.aspx
静岡県：https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/recycle/recycle/1039953/1029064.html

〇地方公共団体において、建設発生土の情報交換のための独自システムを導入している
機関がある。
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２．循環経済（サーキュラーエコノミー）

①建設発生土の有効利用促進

• ストックヤード等の活用も考慮しながら、現場内・工事間
利用等の有効利用や適正処理を推進すべきではないか。論点



建設発生土が適切に利用・処分されるように制度等を創設

〇令和３年７月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、盛土規制法が施行されると
ともに、建設発生土が適切に利用・処分されるよう新たな制度等を創設。
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ストックヤード運営事業者登録制度

〇ストックヤード運営事業者の登録制度の創設により、ストックヤードからの搬出先を明確化
〇登録ストックヤードに搬出した場合、元請業者は建設発生土の最終搬出先確認が不要
〇ストックヤード運営事業者の登録状況は、令和6年12月20日現在で、登録事業者数921者、
登録ストックヤードの数は1,395箇所。

登録ストックヤード

非登録ストックヤード

受領書 受領書

・最終処分
・リサイクル

元請業者が搬出先を確認 登録ストックヤード運営事業者が最終搬出先まで確認

・最終処分
・リサイクル

搬出先が追えるよう
区分管理が必要

区分管理不要

受領書

元請業者が最終搬出先まで確認

元請
業者

○○工事

××工事

盛
土
規
制
法
の
許
可
等
の
確
認

◆最終搬出先までの確認制度（令和６年６月１日施行）◆
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建設発生土の有効利用促進
ヒアリングにおける関係団体や自治体からの意見

18

〇関係団体や自治体のヒアリングにおいて、土質・土工期等の確認・調整や、ストックヤード
等の活用について意見あり。

ストックヤード運営事業者登録制度の本格運用を踏まえ、ストックヤード等を活用した
更なる相互有効利用のマッチング強化について検討

検討の方向性

《関係団体からの意見》
• 建設発生土の有効利用・適正利用を促進するためには、情報交換システムによる工事情報の
確認・調整に加えて、専属の担当者による現場レベルで土質、土工期等の確認・調整が必要。

• 工事間利用における土質改良プラント・ストックヤード活用の明確化が必要。

《関係自治体からの意見》

• 工事現場内での仮置き場の確保が難しいことや、双方の搬出入時期の調整が難しいことから、
直接工事間での有効利用はほとんど行われていないのが実態。

• ストックヤードや土質改良プラントを介することで、この問題を解決できると考えている。

• ストックヤードを活用するためには、ストックヤードでの長期間保管等、解決すべき課題もある。



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．循環経済（サーキュラーエコノミー）

②建設廃棄物のリサイクル推進

• 建設廃棄物由来の再生資材の需給等の実態調査を踏まえ、
指標・目標値を検討すべきではないか。論点



建設廃棄物のリサイクル推進

〇建設リサイクル推進計画2020において、建設副産物の再資源化率等に関する2024年度
達成基準値を設定。

〇今年度、建設副産物実態調査を実施し、達成状況や再生資材の需給等を把握。

20再生資材の需給等を踏まえ、指標や目標値を検討

※１：全建設廃棄物排出量に対する建設混合廃棄物排出量の割合
※２：建設発生土発生量に対する、現場内利用、工事間利用等及び適正に盛土された採石場跡地復旧や農地受入等を加えた有効利用量の割合

検討の方向性

• 石膏ボードは再資源化率が約72％にとどまっており、
現時点では特定建設資材への指定がなされていない。

• 再資源化される石膏ボードの約4割が石膏ボード原料と
なるが、石膏ボード全体に占めるリサイクル品は１割。

• 一方、残りの約6割はセメント原料や土壌固化材等に。

石膏ボードプラスチック
• 建設工事におけるプラスチックの排出量※は約73.3万t
（H30）とH24比約37%増えており、今後も増加見込み。

• 建設混合廃棄物からの分別率も約51%（H24）から約
71%（H30）に改善している一方、再資源化・縮減率は
約71.2%と再資源化促進の取組が必要。

※建設混合廃棄物として排出される量も含む

（第16回（R6.3.28）資料3より）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．循環経済（サーキュラーエコノミー）

②建設廃棄物のリサイクル推進

• 再生資材の地域の需給ギャップを解消する取組が必要では
ないか。（ＩＣＴ技術等の活用）

• 再生コンクリート骨材などの利用用途拡大や水平リサイク
ルを推進すべきではないか。（コスト・競合品等）

論点
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コンクリート塊の再生利用の状況

〇コンクリート塊は、再生クラッシャランとして約94%が再資源化され、道路の路盤材等とし
て利用。コンクリート骨材として再生・利用される量はわずか。

〇建設工事での再生クラッシャラン利用量は、概ね4千万トン前後で推移する一方、砕石全
体は減少傾向。

〇再生砕石（再生クラッシャラン）の需給については、地域毎に差がみられるが、特に、首都
圏では再生砕石が余っている。

新材等
約7,120万ｔ
（63％）

うちコンクリート塊由来
約3,463万ｔ（31％）

再生クラッシャラン
約4,200万ｔ（37％）

＜建設工事での砕石利用量（全国）＞

（約3,463万ｔ）

＜再生骨材コンクリートの利用事例＞

（東京都「再生骨材コンクリート利用工事事例集」 より作成）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場整備
海の森水上競技場

再生クラッシャラン

コンクリート塊

構造物の
解体工事等

再生砂

最終処分

現場外搬出
約3,690万t

約5%

約94%

約1%

再生コンクリート骨材
僅か

＜再生砕石の在庫状況（関東地方：一都三県）＞

（主要建設資材需給・価格動向調査結果より作成）

首都圏では再生砕石(再生クラッシャラン)の
在庫状況が『豊富』（余っている）

課題②

課題①

（道路の路盤材等として利用）

水平リサイクルの推進
（再利用・リサイクル）

コンクリート
構造物

（H30建設副産物実態調査）

（建設副産物実態調査より作成）

（万ｔ）

概ね4千万トン



コンクリート塊の搬出先と排出工事 （東京都）

〇東京都から搬出されるコンクリート塊は半数以上が都外に搬出されている。

〇 コンクリート塊は、民間土木・建築工事の排出比率が高く、砕石（再生クラッシャラン、新材
等）は公共土木工事の利用比率が高い。

《コンクリート塊の搬出実態調査（一般社団法人東京建設業協会（回答：８社））》

出典：一般社団法人東京建設業協会資料
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40%
40%

31%
41%
43%

30%
37%

28%
31%
33%

60%
60%

69%
59%
57%

70%
63%

72%
69%
67%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

東京都 都外

出典：一般社団法人東京建設業協会資料より作成

《コンクリート塊の排出工事比率（東京都）》 《砕石（クラッシャラン類）の利用工事比率（東京都）》

民間土木・建築
（25.8%）

公共土木
（74.2%）

民間土木・建築
（81.1%）

公共土木
（18.9%）

出典：H30建設副産物実態調査より作成

※排出量：約3,734千t ※利用量：約5,658千t



24技術的検証等を行ったうえで、再生骨材の利用拡大の検討を実施

地域の需給等を踏まえ、再生クラッシャランの利用拡大の検討を実施
検討の方向性

建設廃棄物のリサイクル推進
ヒアリングにおける関係団体や自治体からの意見

• 建設リサイクル法で再資源化を義務付けられている品目のうち、特に再生資材の需給バランスの対策が必要とされ
ているのはコンクリート塊である。

• 再生処理施設で、コンクリート塊の受入れは多いが、再生材としての搬出先が少ないため、再生材の置場が不足しコ
ンクリート塊の受入れが出来ない。

• 建設工事において、埋戻し材と生コンクリートへの再生材利用が進めば需要の拡大に繋がると考えられる。

• 再生クラッシャラン（RC-40）の需給ギャップを埋めるため、コンクリート用再生骨材への転換が必要

• 再生骨材コンクリートの公共工事での先導的利用を期待

《関係団体からの意見》

〇関係団体や自治体のヒアリングにおいて、コンクリート塊の再生材における需給バランス
への問題意識、再生骨材コンクリートの利用拡大等について意見あり。

《関係自治体からの意見》
• CO塊などの発生が多い都市部の再生砕石の著しい低価格や地方部への出荷による地域的な圧迫が課題として業
界他から挙げられている。

• 再生砕石の利用先等の多様化は長期的な視点で取組を続ける必要があるが、その間に少しでも地域による需給バ
ランスを緩和するための短期的な取組も必要があると考える。

• コンクリート塊等から再生される再生砕石などの滞留が顕著化してきており、過年度より各関連業界から早期解決の
要望を受けている状況。

• 再生骨材コンクリートなど再生材の利用用途の拡大や近隣県と連携した広域的な資源循環の実現に向けて取り組ん
でいるところでるが、、国交省と連携して取り組むことでより早期かつ効率的に解決が図れると考える。



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．循環経済（サーキュラーエコノミー）

②建設廃棄物のリサイクル推進

• 発注者及び受注者が連携し、建設汚泥の自ら利用をより促
進すべきではないか。論点



建設汚泥の再生利用

〇建設汚泥は、発生量のうち約78%が現場外搬出されている。
〇再資源化施設における調査では、現場外搬出された建設汚泥のうち、約65%が建設汚泥
処理土として再資源化されている。

〇一方、建設工事の現場における調査では、約52万㎥しか利用されていない。

建設汚泥処理土※１

約402万t
（65%）

製品（市販品）※２

約119万t
（19%）

縮減・最終処分
約103万t
（17%）

出典：H３０建設副産物実態調査より作成

※１ 盛土用土・流動化処理土
※２ 再生砂・砂利、セメント用原料等

建設工事の現場における調査＜利用量＞
約52万㎥（約73万t）
※52万㎥×1.4(t/㎥)≒73万t

現場外搬出
約623万t
（78%）

現場内利用
約172万t
（22%）

《建設汚泥の再生利用》

出典：一般社団法人泥土リサイクル協会「図表で学ぶ泥土リサイクル」より作成

26自ら利用（現場内利用、工事間利用）等の建設汚泥の利用拡大策を検討

＜発生量＞ ＜現場外搬出＞

検討の方向性

《参考：建設汚泥の再生利用等に関する事例》
建設工事における建設汚泥リサイクル事例集

国土交通省（平成27年3月）

建設汚泥処理土利用現場内・工事間利用

⇒ 活用事例等を収集し、更新を行う予定

建設汚泥リサイクル製品事例集
全国産業資源循環連合会
（平成30年12月）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．循環経済（サーキュラーエコノミー）

③長寿命化等による廃棄物の発生抑制

「予防保全型」のインフラメンテナンスへの本格転換を図り、
建設廃棄物の発生を抑制すべきではないか。論点



長寿命化等による廃棄物の発生抑制

28

〇高度経済成長期以降に集中的に整備された道路、河川等のインフラの老朽化は加速度
的に進行しており、老朽化対策は喫緊の課題。

〇 「予防保全型」のインフラメンテナンスへの本格転換を図り、損傷が軽微なうちに修繕する
こと等により、建設廃棄物の発生抑制を実現。

《建設後50年以上経過する社会資本の割合》

注１） 建設後50年以上経過する施設の割合については、建設年度不明の施設数を除いて算出。
注２） 国：堰、床止め、閘門、水門、揚水機場、排水機場、樋門・樋管、陸閘、管理橋、浄化施設、その他（立坑、

遊水池）、ダム。
独立行政法人水資源機構法に規定する特定施設を含む。
都道府県・政令市：堰（ゲート有り）、閘門、水門、樋門・樋管、陸閘等ゲートを有する施設及び揚水機場、
排水機場、ダム。

注３） 一部事務組合、港務局を含む。

《事後保全と予防保全のサイクル》

約30%
約22%

約10% 約8% 約5%

約21%

約55%

約36%

約23% 約23%
約16%

約43%

約75%

約53%

約38%
約44%

約35%

約66%

2020年3月 2030年3月 2040年3月

道路橋注１）
（橋長2m以上）
［約52万橋 ］

トンネル注１）
［約1万1千本 ］

河川管理施設
［約4万６千施設注2）］

下水道管渠
［約49万km］

港湾施設
（水域施設、外郭施設、係留
施設、臨港交通施設等）
［約6万1千施設注3）］

水道管路
［約74万km］

インフラの長寿命化に向けたメンテナンスサイクルの構築に努める取組の方向性



地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）

〇効率的・効果的な維持管理に向け、個別施設のメンテナンスのみならず、既存の行政区
域に拘らない広域的な視点で、複数・多分野のインフラを「群」として捉え、マネジメントを
行う「地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）」を推進。

＜ケース２：多分野連携＞

多分野のメンテナンスをまとめて実施

道路

公園

上下水道
河川

etc…

Ａ市

＜ケース１：広域連携＞
一つの市区町村がリードし、複数市区町村で連携

群マネのイメージ

Ａ市

Ｂ町 Ｃ村

Ａ県

Ｂ市 D村
C町

都道府県がリードし、管内の市区町村と連携

29



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３．激甚化する災害への対応

災害廃棄物について、建設資材として活用を促進する取組を
強化すべきではないか。（廃瓦、コンクリート塊など）

論点



激甚化する災害への対応

31

〇石川県は令和６年能登半島地震における「災害廃棄物処理実行計画」において、災害廃
棄物の発生量の約５０％を占めるコンクリートがらについて、国、県及び市町の復興事業
等において建設用資材として積極的に活用することとしている。

出典：令和６年度能登半島地震に係る石川県災害廃棄物処理実行計画（概要版）



激甚化する災害への対応

〇災害廃棄物を再資源化することは、最終処分量を減少させ、また、処理期間の短縮などに
有効である。

〇過去の災害における災害廃棄物についても、建設資材として活用。

32

仙台南部海岸の堤防復旧工事に活用（堆積土砂、コンクリート殻）

建設資材として活用を促進する取組を検討検討の方向性

東日本大震災の廃瓦 加工された廃瓦（粒径5～2.5mm） 加工された廃瓦（粒径2mm以下）

宮城大学内の遊歩道
及び休憩所に敷設

出典：資源循環コンソーシアム資料より作成

災害廃棄物量：約311万トン
再生利用率 ：78.2%

《平成28年熊本地震における災害廃棄物の処理》

（具体的な例）
• コンクリートがらは破砕後、建設資材（再生砕石）として公共工事等に
おいて再生利用（建設資材への再生利用：100%）

• 廃瓦（セメント瓦を除く焼瓦、粘土瓦等）は、県内での路盤材等で再生
利用（建設資材への再生利用：23.4%）

出典：平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の記録（平成31年3月熊本県）より作成

《東日本大震災での活用事例》

出典：災害廃棄物の処理の推進に関する関係閣僚会合（第4回）（H24.8.7）資料2-2より作成

舗装ブロックに活用（廃瓦）釜石山田道路の工事用アクセス道路に活用（コンクリート殻）

工事用アクセス道路
の敷砂利として活用
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４．生産性向上等

建設リサイクル分野のＤＸを強力に推進すべきでないか
（例：ICTを用いた建設発生土の適正処理確認など）

論点



生産性向上等

〇 ICT 技術の活用等によるモニタリングや建設副産物に係るトレーサビリティを強化すること
で、効率的な状況把握を実施し、建設リサイクルの分野の生産性の向上を目指す。

コブリス・プラスとの連携など機能拡充の検討

建設発生土
の適正管理

書類作成の
省力化

トレーサビリティシステム

■直轄工事における試行 （件数）

効果検証・課題抽出

合計近畿中部関東

４２１１令和２年度

７２３２令和３年度

１１００令和４年度

１１００令和５年度

１３６４３合計

34建設リサイクル分野における生産性向上に資する取組を検討検討の方向性

出典：一般財団法人先端建設技術センター資料

《ICTを用いた建設発生土の適正処理確認（例）》 《【参考】建設発生土のトレーサビリティシステムの例》

建設発生土の搬出入時にＩＣカードをスマートフォンにタッチすることで、
紙伝票を使うことなく建設発生土の搬出入を記録


